
【厚生労働省 運営方針策定要領（抜粋）】
２－（７） 国保運営方針の検証・見直し
○ 都道府県は、安定的な財政運営や、市町村が担う国民健康保険事業の広域的・効果的な運営に向けた取組を継続的に改善するため、国保運営方針
に基づく取組の状況をおおむね３年ごとに把握・分析し、評価を行うことで検証し、その結果に基づいて国保財政の安定化、保険料水準の平準化の
推進等のために必要があると認めるときは、国保運営方針の必要な見直しを行う（法第82条の２第６項）。

【大阪府国民健康保険運営方針（抜粋）】
第１－５ 運営方針の進捗管理及び検証・見直し
○ 府は、国民健康保険財政の安定的な運営や、市町村が担う事業の広域的・効率的な運営に向けた取組の継続的な改善、都道府県単位化の趣旨の深
化を図る観点から、財政運営及び運営方針に基づく取組の状況について「見える化」を図り、ＰＤＣＡサイクルに基づく運営方針の進捗管理を行う。

○ また、府・代表市町村等で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議（同会議のもとのワーキング・グループ を含む。以下「調整
会議」という。）において、策定後、３年をめどに把握・分析、評価をすることにより検証を行い、その結果に基づいて、大阪府国民健康保険運営
協議会の意見を聴きながら、必要に応じて運営方針の見直しを行う。

大阪府国民健康保険運営方針の中間見直し

◆ 令和５年１２月１９日に策定した現行の大阪府国民健康保険運営方針（以下「府運営方針」という。）については、対象期
間を令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年間としている。

◆ 令和９年度で策定から３年が経過することから、国民健康保険法第８２条の２第６項に基づき、中間見直しの検討を行い、
必要に応じて現行の府運営方針の改定を行う。

中間見直し（改定）の進め方

❶
府運営方針の中間見直し（改定）にあたりご意見をいただくため、大阪府国民健康保険運営協議会（以下「運営協議会」とい
う。）に諮問する。

❷

令和６・７年度に実施したＰＤＣＡサイクルによる進捗管理（把握・分析・評価）などを基に、事業運営検討ＷＧ及び財政運
営検討ＷＧ（以下「ＷＧ」という。）において、見直すべき事項等の内容を検討し、素案として整理する。
※ ＷＧ委員は、ＷＧにおける議論をブロック内で共有し、意見を集約したうえで、適宜、ＷＧに諮り検討内容を素案に反映させていく
（市町村ごとの意見申し出を妨げるものではない。）。

❸
ＷＧで整理した素案を基に、大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議（以下「広域化調整会議」という。）で協議を行い、
素案を決定し、運営協議会に諮る。

❹ 素案に対し、市町村法定意見聴取及びパブリックコメントを実施する。

❺
市町村法定意見聴取等で得た意見等を適宜、素案に反映させたうえで、広域化調整会議で協議を行い、案（最終）を決定し、
運営協議会に諮る。

❻ 運営協議会から案（最終）に対する答申を得て、中間見直しの内容を決定し、府運営方針を改定（公表）する。
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中間見直しのスケジュール（案）
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見直し項目（案）の決定

【 2月 】
スケジュール（案）及び
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運営方針改定（素案）の検討
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【 11月下旬 】
運営方針改定
（案）の決定
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